
所有者、施工者、工事監理者の皆様へ 

補助金交付決定時説明資料 

令和３年４月版 

耐震改修の補助事業実施に関する注意事項

本紙をよくお読みいただき

補助事業の適切な執行を徹底するようお願いします。

主な補助金の取消し・返還の例

□ 図面通りに施工されていない。

□ 事業に変更が生じる際の事前承認を受けていない。

□ 適切に工事監理されていない。(工事監理費用を補助対象としている場合）

□ 工期が守られていない。特に、事業年度内に完了しない。

□ 書類の不備（不整合、虚偽、不足、等）

□ 耐震改修後 10 年以内に承認を受けず処分（譲渡、除却等）した。

目次

１ 手続きフロー

２ 提出書類・注意事項

３ 耐震改修工事の中間検査の指摘事例について

４ 耐震改修工事の完了検査の指摘事例について

５ 補助金を受けて耐震改修した建築物の処分に関する規定について

施工状況等によっては、

補助金の一部又は全額が取消し・返還になる場合があります。
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１ 手続きフロー

① 補助金交付決定通知書等を交付
② 工事施工者、工事監理者と契約し、
耐震改修工事に着手

③【a.着手届】を市へ提出④ 着手届受理

横浜市 申請者等

⑤ 中間検査日について市と協議
（検査工程に達する２週間前まで）

⑥【b.中間検査関係書類】を市へ提出 
（検査工程に関係する項目のみ） 

⑦ 中間検査実施

指摘有り

⑧ 工事監理（施工）状況報告書等の
副本を返却

⑧′指摘事項に対する是正工事
是正後【c.是正報告書類】を市へ提
出
＜是正が確認できるまでは、原則
として当該箇所の工事を停止＞ 

⑨【d.完了検査申請書】を市へ提出
（工事が完了する日の７日前までに） 

指摘無し

⑩【e.完了検査関係書類】を市へ提出 

⑪ 完了検査実施
（指摘あれば⑧′と同じ対応）

⑫【f.工事完了書類】を市へ提出
（書類が整い次第提出）

⑬ 工事完了書類の審査

⑭ 完了検査済証を交付

⑮【g.完了実績報告書】を市へ提出

⑯ 補助金額確定通知書を交付

⑰【h.補助金請求書】を市へ提出
⑱ 補助金を入金

フロー図の【 】内の書類については、次ページ参照

※注意事項※
・中間検査にて、指摘事項有りの場合、是正が確認できるまでは、原則として当

該箇所の工事を停止していただきますのでご注意ください。
・変更が生じる場合は必ず事前に市と協議してください。

⑤ 中間検査日について協議

工事再開。中間検査が複数ある場合は
⑤～⑧を繰り返す。
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２ 提出書類・注意事項 

(1)【a.着手届】

・着手届（補助金交付要領の様式。ＨＰよりダウンロード可。）

・請負契約書の写し

・実施工程表

・連絡先リスト（当事業を行う事業者の担当者の連絡先をまとめたもの）

(2)【b.中間検査関係書類】

・工事監理（施工）状況報告書（補助金交付要領の様式。ＨＰよりダウンロード可。）

・検査箇所が分かる図面

・工事監理（施工）状況チェックシート（任意様式。市の様式はＨＰよりダウンロード可。）

・その他、検査工程に係る自主検査記録等

(3)【c.是正報告書類】

・工事監理（施工）状況報告書（補助金交付要領の様式。ＨＰよりダウンロード可。）

・是正が確認できる資料等

・是正に伴い図面・計算書等に変更等が生じた場合は、その図面・計算書又は検討書等

(4)【d.完了検査申請書】

・完了検査申請書（補助金交付要領の様式。ＨＰよりダウンロード可。）

(5)【e.完了検査関係書類】

・工事監理（施工）状況報告書（補助金交付要領の様式。ＨＰよりダウンロード可。）

・検査箇所が分かる図面

・工事監理（施工）状況チェックシート（任意様式。市の様式はＨＰよりダウンロード可。）

・その他、検査工程に係る自主検査記録等

(6)【f.工事完了書類】

○ 工事写真（見積書に記載されている事項が確認できる次の写真等）

・直接工事の各工程各箇所の施工前、施行中、仕上げ前、仕上げ後

・使用した材料の搬入及び検査の様子

・仮設工事の設置前、設置後、撤去後

・工事監理者立会い時

※ 撮影および整理については、営繕工事写真要領（国土交通省）を参考にし、各写真の撮

影日、撮影場所、工程がわかるように整理してください。

○ 証明書類等（見積書に記載されている事項が確認できる次の書類等）

・品質証明書

・出荷証明書

・試験成績表

・コンクリート配合計画書

(7)【g.完了実績報告書】

・完了実績報告書（補助金交付要領の様式。ＨＰよりダウンロード可。）

・事業者から所有者様への領収書又は請求書（請求書の場合、後日、領収書を提出。）

(8)【h.補助金請求書】

・補助金請求書（補助金交付要領の様式。ＨＰよりダウンロード可。）
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３ 耐震改修工事の中間検査の指摘事例について 

中間検査において、以下のような指摘事例が多くみられます。工事監理者は適切な施工となっ

ているか、必ず現場を確認し、必要に応じて是正等の指示を行ってください。 

(1) ＲＣ造、ケミカルアンカーボルトの削孔

指摘事例 適切な例 

削
孔
穴
の
重
な
り

削孔が重なり、接着剤が充填されず強度が不足。 穴が重ならないように削孔。 

ダ
メ
穴
の
処
理

アンカーボルトのダメ穴が塞がれていない。 ポリマーセメントモルタル等で埋める。 

(2) ＲＣ造、鉄筋の乱れ

指摘事例 適切な例 

ス
パ
イ
ラ
ル
筋
の
位
置

スパイラル筋の外に設置されたアンカーボルト スパイラル筋の中心部にアンカーボルトを設置。

鉄
筋
の
間
隔

鉄筋間隔が設計値を超えている。 図面及び仕様書どおりに配筋。 

設計値 200ｍｍを超えている 

約 250ｍｍ 190ｍｍ 

設計値 200ｍｍ以内 
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(3) Ｓ造、ＳＲＣ造の事例

指摘事例 適切な例 

ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
の
施
工

①アンカーボルトのずれ。

②ねじ山不足。ナットの数（設計はダブル）
設計及び仕様書どおりに施工。 

① ② 

溶
接
長
さ

溶接長の余盛不足。 余盛を確保して溶接。 

(4) 既存躯体の施工不良に対する事例

指摘事例 適切な例 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
内
の
不
純
物

ＲＣに混入物（木片等）が含まれている。 混入物を可能な限り除去し、モルタル等で補修 

ジ
ャ
ン
カ
の
処
理

RC 造のジャンカが除去されていない。 ジャンカを除去し、モルタル等で補修 
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４ 耐震改修工事の完了検査の指摘事例について 

完了検査において、以下のような指摘事例が多くみられます。 

全ての工程を適切に完了させ、書類等を整えていただきますようお願いします。 

(1) 現場検査の指摘事項の例

ア 中間検査後の工事における図面との不整合

（例）・工事個所が図面と異なる。

・図面にない開口が存在している。

イ 工事が未完了

（例）・清掃・仕上げ等の対象工事が完了していない。

・仮設等が残置されている。

・市が中間検査工程として指定していない工事（ＣＢ撤去等の付帯工事）が完了して

いない

(2) 書類検査の指摘事項の例

ア 出荷証明書等

（例）・見積書に記載している材料等の出荷証明書等が不足している。

・日付、宛名等の誤記又は記載が無い。

・提出用の資料に原本が含まれている。

・見積書に記載のない材料の出荷証明書等がある。

・工事写真で確認できるものと異なる内容（数量等）の出荷証明書等がある。

イ 試験成績表等

（例）・工事に必要な材料等の試験結果が不足している。

・試験の結果が不適合になっている。

・工事写真と異なる試験結果になっている。

ウ 工事写真

（例）・説明書きの誤記等

・不足している写真がある。

・不鮮明等で確認できない。

・市が中間検査工程として指定していない工事個所に図面との不整合が生じている。
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５ 補助金を受けて耐震改修した建築物の処分に関する規定について 

補助金を受けて耐震改修した建築物を、規定された耐用年数（本事業においては 10 年間）

の期間に、取壊し、譲渡（有償含む）、交換、貸し付け等の処分をする場合は、市及び国等の

承認が必要になります。承認には補助金額の返還が必要となる場合がありますのでご留意く

ださい。 

なお、承認を受けずに財産を処分してしまった場合、本事業の規定に反していると判断し、

補助金の交付が取り消され、全額返還となる可能性がございますのでご注意ください。 

○ 以下に各種補助金に係る規則、要綱上の規定を掲げますので、あわせてご確認ください。

(1) 横浜市補助金等の交付に関する規則

（補助事業者等の責務） 

第４条 補助事業者等は、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に

留意し、補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならな

い。 

第25条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるも

のを、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しよ

うとする場合は、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業者等が交付を受けた

補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産

の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。 

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの

(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるもの

(2) 横浜市特定建築物耐震改修等補助事業制度要綱（令和２年４月１日改正版）

（財産の処分の制限） 

第５条 横浜市補助金等の交付に関する規則第 25 条の規定に基づき、本要綱の耐震改修費補

助事業又は段階改修費補助事業の補助金を受けた部分は、本要綱の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとする場合は、市長の承認を受けなけれ

ばならない。ただし、補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を市に

納付した場合又は補助金交付日より 10 年間経過した場合は、この限りでない。 

(3) 耐震対策緊急促進事業補助金交付要綱※（平成 31 年３月 28 日改正版）

第１６ 取得財産の処分 

事業主体は、補助金等の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産については、

補助事業完了後 10 年間（減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年３月 31 日

大蔵省令第 15 号）において耐用年数が 10 年未満のものにあっては耐用年数）以内に大

臣の承認なく補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供

し、又は取壊してはならない。 

※ 耐震診断義務付け建築物が受けることのできる国の補助金

以上となります。 

補助事業の執行について、ご不明点等ありましたら、 

速やかにご連絡いただきますようお願いします。 




